
機密保持機密保持機密保持機密保持規定規定規定規定    

 

有限会社エコニティ（以下「エコニティ」という）ではお取引先各位より、業務上知り得た機密情報・デ

ータを取り扱うにあたり、下記のとおり機密保持ならびに管理の実施することをお約束し、規約を定めま

す。 

 

記 

 

１）お取引先各位からご提供いただき、機密保持の指定を受けた情報・データ（以下「当該機密情報」

という）について、当該機密情報を提供いただいたお取引先（以下「当該お取引先」という）の

重要な機密であることを十分に認識し、厳重な保護措置をもって機密を保持し、第三者に提供・

開示・漏洩などは一切致しません。 

ただし、以下の各項目に該当する場合には当該機密情報には含みません。 

    ・既に公開されている情報、またはエコニティとは関わりなく公開された情報 

    ・エコニティが当該お取引先とは別の正当な手段により入手した情報 

２）当該機密情報はあらかじめ当該お取引先と取り決めた目的を遂行するためにのみ使用致します。

その目的以外の目的で使用する場合には別途使用許可の確認をいたします。 

３）２）で規定された目的を遂行するために必要な場合のみ、当該機密情報を複写致します。ただし、

作業が終了しましたら当該機密情報の複製をすべて消去致します。また、作業の終了如何に関わ

らず、当該お取引先より求めがあった場合には、すみやかに当該機密情報及びその複製をすべて

消去致します。 

４）当該機密情報を取り扱う作業は原則として、エコニティ社員の中で定められた者のみが行います。

何らかの理由により社外の人間が当該機密情報を取り扱う作業に関わる場合、本規定と同様の機

密保持契約を結ぶものとします。 

５）当該情報について当該お取引先より返還要請があった場合にはすみやかに返還致します。 

６）弊社が覚書の内容に違反して当該お取引先の利益を侵害した場合、弊社は相当因果関係の範囲に

ある損害賠償義務を果たすものとし、その具体的内容は両者の協議によって決定致します。 

７）その他、上記当該機密情報の取り扱いに疑義がある場合には、エコニティと当該お取引先との間

で協議の上、対処方法を決定致します。 

以上 
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